
５　品目別の輸出の際に求められる各種証明書
令和８年１月１日現在

証明書発行機関
（近畿地域）

問合せ先

都道府県 ①

近畿農政局 ②

近畿農政局 ②

水産庁漁政部加工流通課水産物
貿易対策室（まぐろ類）

くろまぐろについての証明書発行
機関（くろまぐろ）　和歌山県※7

③

水産庁漁政部加工流通課水産物
貿易対策室 ③

（施設登録）
水産庁増殖推進部漁場資源課

生態系保全室
④

※1： 輸出錦鯉の取扱要領・様式　https://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/export/nishikigoi.html

※2： 錦鯉衛生証明書様式　https://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/koi/yoshiki.html

※3： 中華人民共和国向け輸出錦鯉の取扱要領・様式　 https://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/export/china.html

※4： 第三国由来輸出水産動物等の取扱要綱　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei-27.pdf

※5： 試験研究用輸出水産動物の取扱要綱　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei-55.pdf

※6： まぐろ類の輸出証明書の取扱要綱　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_sonota-120.pdf

※7： くろまぐろについての証明書発行機関（申請先）　https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/exporttuna/attach/pdf/tunatuna-24.pdf

※8： めろの輸出・再輸出証明書の取扱要綱　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/attach/pdf/yusyutu_shinsei_sonota-119.pdf

※9： キャビアの輸出・再輸出について　https://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/caviar.html

※10： キャビア輸出・再輸出のための施設（養殖場、加工工場、再包装工場）の登録等取扱要領　https://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/attach/pdf/caviar-2.pdf

※11： 経済産業省関係HP（キャビアを輸出される方へ）　https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_caviar.html

問合せ先一覧
①　農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 水産安全室

【輸出錦鯉衛生証明書】https://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/export/nishikigoi.html

②　近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課 【衛生証明書】

第三国由来輸出水産動物等　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide4_suisan1

試験研究用輸出水産動物　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide4_suisan2

③　水産庁 漁政部 加工流通課 水産物貿易対策室【輸出証明書】

まぐろ類の輸出証明書　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide4_maguro

めろの輸出証明書　https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide4_mero

④　水産庁 増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室【施設登録】

キャビアの輸出・再輸出に係る施設の登録　https://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/caviar.html

めろの輸出・再
輸出証明書の

発行

輸出・再輸出証明書（輸出・再輸出証明書のほか、漁獲証明書等、売買関係書類が必要）（輸
出においては、輸出証明書と輸出しようとするめろが我が国に陸揚げされた際に添付されていた、
めろ漁獲証明書の写し、再輸出においては、再輸出証明書と再輸出しようとするめろが我が国に
輸入された際に添付されていためろ輸出証明書の写し（めろ再輸出証明書が添付されていた場合
は、当該めろ再輸出証明書の写しを含む。）、及び輸入された際に経済産業大臣の確認を受けた
「めろを輸入する場合の確認申請書」、並びに売買関係書類が必要）※8、（めろ（まじぇらんあいな
め等（Dissostichus属のものに限る。））

キャビアの輸
出・再輸出に係
る施設の登録

キャビアの輸出・再輸出には、輸出承認証及びCITES輸出許可書が必要であり、養殖場、加
工工場、再包装工場の登録が必要。※9、※10、※11（キャビア（チョウザメ目（Acipenseriformes）の
種(チョウザメ目チョウザメ科（Acipemseridae）「チョウザメ類」という、チョウザメ目ヘラチョウザメ科

（Polyodontidae）「ヘラチョウザメ類」という)の加工された未受精卵））
「輸出承認証」：経済産業大臣が輸出の申請に対して承認した書類
「CITES輸出許可書」：ワシントン条約管理当局が発行した輸出を許可する書類（CITES輸出許可
書・再輸出証明書）

品目 輸出に際して必要となる証明書
（詳細に関しては下の問合せ先にご確認ください）

錦鯉の輸出
衛生証明書（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室が作成する養殖施設のリ
ストの登載が必要）※１、※2
中国向けについては、「中華人民共和国向け輸出錦鯉の取扱要領・様式」により手続。※3

第三国由来輸
出水産動物等

の輸出

衛生証明書（第三国由来輸出水産動物等(第三国から我が国に輸入後、我が国から輸出される
輸出先国が指定する水産動物及びその加工品)の輸出の際に輸出先国政府機関から衛生証明書
の提出又は提示が求められる場合に必要）※4

試験研究用輸
出水産動物の

輸出

衛生証明書（試験研究用輸出水産動物（我が国から輸出され、試験研究用に用いられる輸出先
国が指定する水産動物）のの輸出の際に輸出先国政府機関から衛生証明書の提出又は提示が
求められる場合に必要）※5

まぐろ類の輸出
証明書の発行

まぐろ類の輸出証明書（漁獲証明書又は再輸出証明書（くろまぐろ））、（輸出証明書又は再輸
出証明書（みなみまぐろ））、（統計証明書又は再輸出証明書（めばちまぐろ、めかじき））（まぐろ類
（くろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ及びめかじき）の魚肉部分）※6
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